
児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 

 

今般、東京都目黒区で両親から虐待を受け女児が死亡するという痛ましい事件が発生した。このような

虐待事案は、近年、急増しており、平成 28年度全国の児童相談所に寄せられた児童虐待相談件数は 12万

件を超え、５年前と比べると倍増している。 

こうした事態を重く受け止め、政府は平成 28,29年と連続して児童福祉法等を改正し、児童虐待防止対

策を強化してきた。しかし、今回の事案は、児童相談所が関与していたにもかかわらず、虐待から救うこ

とができなかった。 

虐待から子どもの命を守るためには、子どもの異変に早期に気づき、虐待の芽を摘むことが何よりも重

要であり、そのためには児童相談所のみならず関係機関や民間団体等が協働し、虐待の防止に取り組むこ

とが必要である。 

よって政府においては、こうした痛ましい事件が二度と繰り返されないためにも、児童虐待防止対策の

さらなる強化に向け、下記の事項に取り組むことを強く求める。 

 

記 

 

１. 平成 28年度に政府が策定した「児童相談所強化プラン」を拡充し、市町村における児童虐待防止体

制の強化や中核市・特別区への児童相談所の設置も加えた児童虐待防止体制を強化するプランを新た

に策定するとともに、地方交付税措置を含めた必要な財源を速やかに講ずること。 

 

２. 子どもの問題を児童相談所に一極集中させている現状を改めること。具体的には、児童相談所と市町

村の役割分担をさらに明確にするとともに、施設や NPO等民間機関・団体や他の行政機関等との連携

を強化して役割分担・協働を加速する「児童相談体制改革」を行うこと。 

 

３. 児童相談所間および児童相談所と市町村の情報共有については、仮に転居があったとしても、危機感

や支援状況が確実かつ迅速に引き継げるよう、引き継ぎの全国共通ルールを定めるとともに、全国か

らアクセスできるシステムを整備すること。また、児童相談所と警察との情報共有については、必要

な情報がタイムリーかつ確実に共有できるようにするとともに、適切かつ効果的に情報共有できるシ

ステムを新たに構築すること。 

 

４．全国共通ダイヤル「１８９」を児童虐待通告に限定し、児童相談所の相談できる窓口につながるまで

の間に未だ半数以上の電話が切れている実態を速やかに検証・分析し、その結果を踏まえ、児童相談

所への通告の無料化の検討を含め、運用の改善に努めること。 

 

５．保育所や幼稚園・学校と情報共有を図ること。いじめ防止対策と同様、小中学校の校務分掌に虐待対

応を位置づけ、対応する組織を明確化するとともに、SSWを中心とした学校における虐待対応体制を

整備すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成３０年９月２８日 

 

橿 原 市 議 会 

 

《送付先》 

内閣総理大臣 厚生労働大臣 文部科学大臣 総務大臣 国家公安委員長 

 

 



キャッシュレス社会の実現を求める意見書 

 

世界各国のキャッシュレス決済比率を比較すると、キャッシュレス化が進展している国は 40％～60％

台であるのに対し、我が国は 20％にとどまっているのが現状である。 

 日本でキャッシュレス支払が普及しにくい背景として、治安の良さや偽札の少なさ等の社会情勢に加え、

消費者が現金に不満を持たず、キャッシュレスに漠然と不安を持っていること、さらには、店舗における

端末負担コストやネットワーク接続料、加盟店手数料等のコスト構造の問題等が挙げられている。しかし、

近年は実店舗における人手不足やインバウンド対応、スマートフォンを活用した支払いサービスの登場等、

キャッシュレス推進の追い風となる動きも見受けられる。 

 政府も平成 26年に閣議決定された「『日本再興戦略』改定 2014」において、2020年オリパラ等を踏ま

え、キャッシュレス化にむけた対応策を検討するなど、これまで 4回に渡りキャッシュレス推進の方針を

打ち出してきた。平成 30年閣議決定の「未来投資戦略 2018」では、「今後 10年間（2027年 6月まで）に、

キャッシュレス決済比率を倍増し、4割程度とすることを目指す」としている。 

 キャッシュレス化の推進は、事業者の生産性向上やインバウンド需要の取り込み、消費者の支払の利便

性向上に加え、データの蓄積を通じたイノベーションの実現にもつながるなど、経済全体に大きなメリッ

トがあることから、政府においては、下記の項目を実現するよう強く要望する。 

 

記 

 

１．実店舗等がコスト負担している支払手数料のあり方を見直すなど、ビジネスモデル変革のための環境

整備を行うこと。 

 

２．地域商店街等と連携したポイント制度などのインセンティブ措置を検討し、消費者に対する利便性向

上を図ること。 

 

３．ＱＲコード等のキャッシュレス支払に関する技術的仕様の標準化を行うなど、サービスの統一規格や

標準化等を整備すること。 

 

４．産官学が連携して必要な環境整備を進めていくとともに、キャッシュレス支払を通じて新たに生み出

されるデータの利活用によるビジネスモデルを促進すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 

 

平成３０年９月２８日 

 

橿 原 市 議 会 

                

《送付先》 

内閣総理大臣 財務大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 


